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労働基準監督官
新潟労働局で働く労働基準監督官について



新潟労働局の労働基準監督官について

新潟労働局の労働基準監督官は、新潟
県内にある約１０万の事業場で働く約
１００万人の労働者のため、労働基準
法や労働安全衛生法などの労働基準関
係法令に基づいて、あらゆる職場に立
ち入り、法令で定める基準を事業主に
守らせることにより、労働条件の確
保・向上、働く人の安全や健康の確保
を図ることを任務とする厚生労働省の
国家公務員（専門職）です。



新潟労働局の組織について

新潟労働局は、厚生労働省の地方組織で、新潟県全域を管轄として
います。
また、労働基準部の下部組織として労働基準監督署が９か所、職業
安定部の下部組織としてハローワークが16か所設置されています。
新潟労働局に配属される労働基準監督官は約80名ですが、その多く
が労働基準監督署に配置され、法定労働条件確保、職場の安全衛生
環境の向上などのため活動しています。



新潟労働局の労働基準監督署について

新潟労働局の労働基準監督署は 、新潟・長岡・上越・三条・
新発田・新津・小出・十日町・佐渡にあります。
労働基準監督署には、方面制、３課制、２課制の種類があり、
『監督業務』を行う【方面】【監督課】【監督・安衛課】、
『安全衛生業務』を行う【安全衛生課】【監督・安衛課】、
『労災業務』を行う【労災課】があります。
労働基準監督官の多くが【方面】【監督課】【監督・安衛
課】に配属されています。



新潟労働局の管轄について

新潟県には、多様な種類の産業があります。
労働基準監督官として、多様な経験と、幅広い知識が習得で
きる環境があります。



新潟労働局の労働基準監督官について②

新潟労働局は、全国47か所にある労働
局の中では、中規模な労働局です。
新潟県は、日本海側のほぼ中心に位置

し、海岸延長距離が南北約330㎞という
地理的特性に加え、食品・清酒、 金属・
機械、繊維など各地に多様な産業・技術
が集積しています。
監督官の臨検監督する企業は、上越・

中越・下越、離島を含め、新潟県内にあ
る大企業から中小零細企業、また、あら
ゆる業種の企業となります。
新潟県内にある企業本社に対する監督

指導の結果、全社的な改善が図られ、県
内だけでなく他県にある支店等の多くの
労働者の労働条件が改善されることがあ
ります。

また、監督官から指導を受けた後、企
業が自ら公表して、その指導、改善内容
が報道されることもあります。
死亡・重大な労働災害、多数の労働者

が解雇されるおそれがある事案、全国展
開している企業が賃金を未払にしている
事案など、社会的に注目される事案の対
応もあります。
法制度の普及のため、企業担当者、事

業者団体に向けた説明会も実施します。
専門的知識と技能を持つ監督官を配置

している労働基準監督署及び新潟労働局
では、組織を挙げて法制度の普及や様々
な事案等の解決に向けて対応しています。

専門職としての組織的な対応と社会的影響の大きさ



新潟労働局の研修について

新潟労働局では、厚生労働省が実施する中央研修のほか、スキルアッ
プのため、新潟労働局独自の研修を行っています。



新潟県での生活について

新潟県は、海、山などの自然に恵まれ、海水浴、ウインタースポーツなど、季
節に応じた楽しみを体感することができます。
新潟労働局では、ワーク・ライフ・バランスを両立した生活を推進しています。

出所︓新潟県庁HP「新潟県あれこれ全国ベスト５～新潟県の日本一～（R6/4/30）」



新潟労働局の勤務状況等について

新潟労働局では、組織全体で年次有給休暇取得促進などに取り組んでいます。
職員の個別の事情に応じた多様な働き方も選択できるようになっています。

・１ヶ月１日以上の有給休暇取得率
（新潟労働局）
令和５年度 ８７.６％
令和６年度 ９５.３％
令和７年度 ９２.８％

・育児休業の取得率（新潟労働局）
令和７年度
男女とも１００％
（令和２年度から１００％です︕）

・超過勤務縮減
厚生労働省を挙げて、ワークライフ
バランスに取り組んでいます。

新潟労働局では、毎週水・金曜日が
定時退庁日となっています。

・職員の男女比率
男性職員 ６５.６％
女性職員 ３４.４％

３０歳未満職員の男女比率

男性職員 ５６.１％
女性職員 ４３.９％

30歳未満割合
28.4％

取得平均
年間17.８日
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労働基準監督官の採用状況（新潟労働局）

◇新潟労働局では、令和元～８年度に計40名の労働基準監督官を採用しています。
Ｒ１:６名／Ｒ２:５名／Ｒ３:６名／Ｒ４:６名／Ｒ５:３名
Ｒ６:５名／Ｒ７:４名／Ｒ８:５名

◇試験区分、性別、出身地、学歴などによる有利・不利はありません。

33人

7人

採用区分

A監 B監

25人

15人

男女別

男性 女性

26人5人

3人
2人

4人

出身地域別

新潟 北陸 関東
東北 その他



2年目監督官からのコメント

令和7年度採用者に労働基準監督官になった感想を聞いてみました。

監督署では、相談対応や各種届出の受理、監督業務、司法業務等幅広く
業務を行っています。監督や相談等を通じて労働者や使用者とコミュニ
ケーションをとり、労働環境の改善が図れたときは達成感があります。

わからないことがあれば先輩や上司にその都度アドバイスをもらってい
ます。部署に関わらず職員の皆さんに支えられアットホームな環境で日々
業務を行っています。また、年次有給休暇の月1回以上の取得も推奨され
ているため、週末及び休暇時は趣味生活に専念することもできます。

会社への監督指導業務が主な業務になります。いろいろな会
社に訪問し、労務管理の状況や安全衛生管理の状況について調
査を進めます。基本は一人で監督指導を行いますが、大規模な
会社や難しい事案があるとチームで監督指導を行います。

何かわからないことがあれば上司や先輩方に聞きやすい環境
が整っていますし、先輩方同士でも悩ましい事案についての相
談が日常的に行われているため、風通しの良い職場だと思いま
す。加えて、自分の裁量でスケジュールを組めることから、自
分のタイミングで年次有給休暇を取りやすく公私ともに充実さ
せることができます。

監督署の勤務は、相談対応や監督業務、許認可、司法など多
岐にわたります。その分、学ばなければならないことは多くあ
りますが、研修や上司、先輩からの指導を通して、わかること、
できることが増え、着実に自身の成長を感じます。
単純な知識だけではなく、コミュニケーション能力や説明力

など、様々な能力が必要であり、様々な面で自分を成長させて
くれます。また、上司、先輩に相談しやすい雰囲気であり、働
きやすい環境だと感じています。

実際に監督官になってみて、話す力よりも書く力の重要性を痛感致しま
した。書く力とは日々の業務の記録や事業主や労働者の方に示す文章のこ
とになります。具体的には、私たちは業務を行った記録を現行の署内で共
有するだけではなく、いつか同署内等で勤務する監督官のために記録を残
す必要があります。実際に該当する業務を行っていない職員に対して、正
確に当時の状況を伝えるために、その情景等がわかるような文章を書かな
ければいけません。また、事業主や労働者の方については、法令の知識を
口頭で説明しても、多くの方は労働基準法等に精通しているわけではなく、
時間が経過すれば忘れてしまうことが多いです。この時に、わかりにくい
法令の知識を理解しやすい文章に置き換えて書き、いつでも見返せるよう
に形として残したところ、いつでも見返せることにより労使双方の法令の
理解が高まり、理解が高まったことにより順法意識も強くなることがわか
りました。そのため、話す力が必要なことはさることながら、書く力も高
い水準で求められているといった感想を抱きました。



2年目監督官からのメッセージ

令和7年度採用者からの監督官試験に挑戦する方へのメッセージです。

この仕事には、専門的知識を駆使し、安全安心な労働環境の
実現を図るという目的があります。専門的知識と聞くと、不安
に思うかもしれませんが、研修制度をはじめ、職場の方々とコ
ミュニケーションをとりながら業務を行うため、労働基準法な
どの法律について全く知識の無い方でも大歓迎です。また、労
働だけでなく幅広い知識を必要とするため、前職が本職業と無
関係に思えても、現在持っている知識は役に立ちます。専門的
な面と多種多様な業務という矛盾した特徴を持ちあわせている
職業ですが、成長したい人や何年経っても学び続けたい人、仕
事に刺激が欲しい人にはぜひおすすめです。いつか一緒にお仕
事ができることを楽しみにしております。

監督官は、様々な地域で様々な会社に赴き多くの人
と関わる仕事です。山奥の建設現場から、まるで一つ
の町のような化学工場、有名なお菓子工場まで、働く
人がいる現場には私たちがいます。また、監督官の業
務は、賃金から労働時間などの労務管理から機械や化
学物質などの安全衛生関係まで専門性は多岐にわたり、
「知らないことを学びながら成長したい」「様々なも
のを見てみたい」という人にぴったりな仕事だと思い
ます。熱意溢れる皆さんと同じ職場で働けることを楽
しみにしています。

監督官の魅力は、いいとこ取りできる所です。仕事で事
業場に出向くことにより、会社様の長年築き上げてきた経
営理念や経営体制等を即時に把握することが出来ます。こ
の職業に就いて、事業場の数の多さに驚きましたし、一社
一社個性があり、毎日飽きが来ていません。このような経
験ができる職業は監督官以外になく、非常に魅力的な部分
だと思っております。

是非、ご一緒にお仕事できる日を待ち詫びております。
実際に、新潟労働局に入庁された際にはご挨拶させていた
だければ幸いです。

私は理系出身で、1年目の最初はとても不安でした。しかし、
監督官は研修が豊富で、1年間の研修を通して、業務で必要な
ことを学ぶことができ、文理問わず、成長し活躍することがで
きます。また、監督官だからこそできる経験や学べる知識が多
くあり、やりがいを感じます。今、監督官を目指す皆さんとと
もに、働けるのを心待ちにしております。



新潟労働局への問い合わせ

労働基準監督官の採用についてのお問い合わせは、
新潟労働局総務部総務課人事係 ０２５－２８８－３５２３
まで、ご連絡ください。

労働基準監督官の業務についてのお問い合わせは、
新潟労働局労働基準部監督課 ０２５－２８８－３５０３
まで、ご連絡ください。

【受付時間】 平日 午前8時30分～午後5時15分
（正午から午後1時は除く）

見学、ご質問、随時、受け付けています。
皆さんの挑戦、お待ちしています。


